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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，石油連盟（PAJ）から，工業標準原案を具し

て日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定し

た日本工業規格である。これによって，JIS K 2275:1996 は廃止され，その一部を分割して制定したこの規

格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS K 2275 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS K 2275-1 第 1 部：蒸留法 

JIS K 2275-2 第 2 部：カールフィッシャー式容量滴定法 

JIS K 2275-3 第 3 部：カールフィッシャー式電量滴定法 

JIS K 2275-4 第 4 部：水素化物反応法 
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日本工業規格          JIS 
 K 2275-3：2015 
 

原油及び石油製品－水分の求め方－ 

第 3 部：カールフィッシャー式電量滴定法 

Crude petroleum and petroleum products-Determination of water- 

Part 3: Coulometric Karl Fischer titration method 

 

序文 

この規格は，1997 年に第 1 版として発行された ISO 10337 及び 2000 年に第 1 版として発行された ISO 

12937 を基とし，国内の実情に合わせるため，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，原油及び石油製品（ガソリン，灯油，軽油，A 重油，潤滑油基油など）に含まれる水分を

カールフィッシャー式電量滴定法によって求める方法について規定する。 

この規格は，原油中に含まれているチオール及びスルフィドからの硫黄分が質量分率 0.005 %以下の場

合には，原油中の質量分率が 0.02～5.00 %の水分に適用し，チオール及びスルフィドからの硫黄分が質量

分率 0.005 %を超え質量分率 0.05 %以下の場合には，原油中の質量分率が 0.05～5.00 %の水分に適用する。

また，石油製品では，30～1 000 mg/kg の水分の範囲に適用する。ただし，ケトン類を含む石油製品には適

用できない。 

なお，適用範囲から外れた試料も測定できるが，精度については適用しない。 

注記 1 縮合，又は酸化還元反応に関連する一連の物質及び化合物が，カールフィッシャー式電量滴

定法の水分測定に妨害物質として働く可能性がある。原油においては，チオール及びスルフ

ィドが妨害物質として知られている。 

石油製品では，硫化水素及びチオールが妨害物質として知られているが，硫黄分として質

量分率 0.003 %以下の場合は，30～1 000 mg/kg の水分に対する影響は少ない。 

注記 2 水分気化装置を用いて発生させた気化ガス中に妨害物質を含まない試料の場合は，水分気化

装置を用いて測定することができる。 

注記 3 ケトン類を含む石油製品は，市販されているケトン類に対応した電解液を用いて測定できる

が，精度については適用できない。 

注記 4 適用範囲の試料で受渡当事者間の合意があり，試料を容積ではかることができれば附属書 C

に示す試験方法によって水分を求めることができる。 

注記 5 この規格群には，附属書 JA に示す試験方法がある。 

注記 6 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 10337:1997，Crude petroleum－Determination of water－Coulometric Karl Fischer titration 


